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前提ー仮想通貨の基礎知識
ＢＩＴＣＯＩＮ史

１．2008年11月 ｻﾄｼﾅｶﾓﾄ論文公表

マニアの間で情報移動手法としてPLAY

２．2010年5月情報が、モノ（ピザ）と交換される

３．2010年7月Mt.Gox開設（2014年2月破綻）

情報に価格を付ける組織の登場

４．2013年3月キプロス危機

５．2014年4月仮想通貨ブーム・取引所開設続く

６．2015年7月NY州BITLICENSE施行

６．2016年5月仮想通貨法成立（決済法改正） 2



Ｎａｋａｍｏｔｏ論文の要約（2008年）

〇従来の単なる電子署名方式に拠る、当事者間
（P2P）の電子マネーでは、二重送金も生起

○予防には、信用できる第三者機関・金融機関の
介入が必要

〇代替の解決策としてすべての取引を連続的に
記録・公開し、途中から改竄できない方式を提案
（ブロック・チェーン）

〇連続性によって取引履歴が証明され、金融機関
を通さない直接的オンライン取引が可能

〇利用者は連続記録を入手し、随時利用の開始
や中断、中止が可能 3



ビットコイン設計のコンセプト

思想

通貨制度
への懐疑
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ビットコインの特徴
１．情報単位の設定 BITCOIN

２．情報単位数の上限 2,100万BITCOIN

３．サイクル年限 2140年

４．発行者の不存在

５．マイナー（採掘者）による取出し（発行）

SPCによる乱数計算

６．第三者機関の不存在

７．コア技術者の存在

８．取引所の設置
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－２取引によりブロックの作成
[１BLOCK＝１MB（max2,000取引）]

取引c

取引B
取引A

ブ ロ ッ ク

マイナー
・承認
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－３
BLOCKの承認･連続＝BLOCK・CHAIN

ブロック ブロック
ブロック ブロック ブロック ブロック

ブロック ブロック

承認 承認
承認 承認 承認
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１ー１仮想通貨の現状

現状

法整備

仮想通貨法

税法

会計基準

業者登録

11社の登録

審査中

申請取消
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仮想通貨法の法的位置付け

法体系

金融法

業法 銀行法等

金融投資
サービス法

金融商品取
引法

資金決済法 仮想通貨法

刑事法 マネロン法 犯収法
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仮想通貨の定義
（資金決済法第2条5項）

５ この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものを
いう。

一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受
ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に
対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方とし
て購入及び売却を行うことができる財産的価値（電子機器
その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、
本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号に
おいて同じ。）であって、電子情報処理組織を用いて移転す
ることができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に
交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処
理組織を用いて移転することができるもの
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仮想通貨の税法

税法

取引 非課税・消費税

所得税 原則・雑所得

法人税 収益

未確定
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会計基準（財務監査対象）

○企業会計基準委員会（ASBJ）で原案（10月5日）として
示された事項の検証中

(1)仮想通貨の売却損益の認識時点

(2)顧客の預かり資産・仮想通貨に関する会計処理

（時価評価・B/S資産計上）

（3）仮想通貨の期末評価（利用取引所の価格）

（4）仮想通貨交換業者の損益計算書上の表示

（仮想通貨運用損益）

＊11月にルール案の公表予定（？）
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登録公表・注意事項
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１－２ 取引状況

１．稼働中の仮想通貨

統計資料（取引実績）のあるもの 1170種類

大別して

BITCOIN 仮想通貨時価総額の約5割

ALTCOIN イーサリアム(ETH)等
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仮想通貨時価総額ランキング
(時点2017年10月当初)
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２．仮想通貨の課題

仮想通貨

上部構造

交換所

法の運用

法の欠缺

下部構造

コア技術者

・ナイナー・利用者

ICO

新規コイン売出

Miningとfolk

採掘と分岐
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法の運用

○仮想通貨法のスコープ

⇒現物取引のみ（マネロン）

○多くの項目が,自主規制機関に依拠

⇒ソフト・ロー

前例のない新規“商品”

○認定自主規制機関が不存在

事実上，日本仮想通貨事業者協会（JCBA)が多

くの登録業者の自主規制機関として機能
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法の欠缺

○現物取引以外について規定がない．

○交換業者の多くは、現物取引に加え、

先物取引

レバレッジ取引

貸付け・ICO などを実施

⇒違法性が阻却されない？

＊金融業者の行為＝法令業務・違法性が

予め阻却される．
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違法性が阻却されない場合

○仮想通貨法違反

○他の業法等違反

銀行法

金融商品取引法･会社法

出資法 など

○一般刑法違反

詐欺･横領など
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ICO（Initial Coin Offering：新規コイン売出）

○仮想通貨の「クラウドセール」で

①仮想通貨業者等が

②通常「トークン」と呼ばれる仮想通貨（の種）を

発行し、

③それを販売することで開発費や研究費を調達
する方法

投資家

現金

事業者

トークン
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ICOの形態

形態

トークン発行

擬似株券発行

（VALU)

その他
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話題のVALUシステム

VA

VALU

仲介者

発行者
購入者
VALUER

BITCOINで
購入

BITCOINを
取得

優待等の
メリット
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ICOのメリット･デメリット

メリット

法律で規制されない

複雑な手続きが不要

広範囲に募集可能

低額投資が可能

価格上昇期待

ICOの趣旨に賛同

ICOの見返りが魅力

デメリット

法律の保護がない

無価値になる可能性

勧誘組織が不安定

ホワイトペーパー杜撰

（国民生活センター
や警察に被害が多く
報告され,その数が
増加傾向）
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MiningとFolk（スケーラビリティ不足）

○BITCOIN取引増加により、ブロック収納が遅延

10分毎1ブロック＝1メガ＝2,000取引（～3,000）

1秒間7取引＝1日60万取引＝300個のブロック

○その対応

１．ブロック（容積）を拡大＝ハード・フォーク

拡大前後では同一性がない。不可逆

２．取引情報を削減＝ソフト・ホーク

ブロック自体は同一。可逆
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利害関係

関係者

マイナー

大手

新規参入

コア技術者
（利害関係
なし）

交換所

利用者
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2017年夏からの分岐騒動4タイプ

BitcoinĪ1MB
7月末Bitcoin1MB 

segwit

Bitcoin1MB

segwit

10月25日予定
BitcoinGold
＜１MB

11月予定
Bitcoin2MB

segwit2

Bitcoin 1MB
segwit

8月2日BitcoinCash

8MB
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